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「協会員における注文管理体制の整備について」理事会決議 

（自主規制会議決議）の制定について 

 

平 成 1 8 年 4 月 1 8 日 

日 本 証 券 業 協 会 
 

Ⅰ．制定の趣旨 

先般、東京証券取引所において発生した証券会社による誤発注問題は、決済条件が変

更となるなど極めて異例の事態をもたらし、投資家への混乱を招き、証券市場の信頼性

を揺るがす大きな問題となった。 

このため、本協会では、誤発注の未然防止及び発生時の被害を最小限に留める方策に

ついて検討するため、自主規制会議及び証券戦略会議の下部組織として、会員及び関係

機関の実務者を招集し、「株式の注文管理・リスク管理体制の整備に関するワーキング」

を設置し、これまでに 8回の会合を行ってきた。 

今般、同ワーキングでの検討のうち、協会員における誤発注を未然に防止するため

の方策について、本協会の理事会決議（自主規制会議決議）として制定することとす

る。 

 

Ⅱ．理事会決議の骨子 

 

・「協会員における注文管理体制の整備について（理事会決議）」（自主規制会議決議）

の制定について 

 

 １．目的（決議１．） 

  この理事会決議は、協会員が行う取引所有価証券市場における有価証券の売買等

（証券取引所の定める売買立会による売買及び立会による取引に限る。）に関して、

注文の受託及び発注が誤った内容となることを未然に防止するため、社内規則の制

定その他の必要な措置を定めることにより、協会員における注文管理体制の整備を

図ることを目的とする。 

 

２．注文管理体制の整備（決議２．） 

協会員は、次に掲げる措置を講じることにより、注文管理体制を整備するものと

する。 

  （１）社内規則の制定 

協会員は、注文管理に関して、次に掲げる事項について規定した社内規則を定

めなければならない。 

① 買付代金又は売付有価証券の事前預託に関する事項 
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② 注文受託時における注文内容の確認に関する事項 

③ 注文の発注制限に関する事項 

④ 注文の発注制限の解除に関する事項 

⑤ 注文の受発注業務に係る適切な人員配置及び研修等に関する事項 

⑥ 注文管理体制の検査に関する事項 

⑦ その他協会員が必要と認める事項 

（２）買付代金又は売付有価証券の事前預託 

    協会員は、顧客から注文を受託するに当たっては、原則として、当該顧客より買

付代金又は売付有価証券の事前預託を受ける等により、取引の安全性の確保に努め

るものとする。 

（３）注文内容の確認 

    協会員は、顧客から受託した注文の内容及び当該注文が当該顧客の資力等に照ら

して適切なものであるかどうかについて確認するものとする。 

（４）注文の発注制限 

協会員は、取引所有価証券市場への一の発注に関し、次に掲げる制限について、

協会員において適切と認められる水準においてそれぞれ設定するものとする。 

① 一定の規模を超える注文については、発注を不可とする制限 

② 一定の規模を超える注文については、発注を行う前に管理者等（（５）に規定

する管理者等をいう。）による発注制限解除に係る承認を必要とする制限 

（５）管理者等の設置及び管理者等による発注制限の解除の承認 

協会員は、上記（４）②の注文の発注制限の解除の承認を行うことができる者（「管

理者」という。）を取引所有価証券市場への注文の発注を行う部店ごとに設置するも

のとし、管理者は、注文の内容について確認の上、適切と判断されるものについて

発注制限の解除に係る承認を行うものとする。なお、管理者はあらかじめ定めた者

（「管理者等」という。）に当該解除に係る承認の権限を委任することができるもの

とする。 

 

３．システム対応（決議３．） 

   協会員は、上記２．の内容について自社において使用する売買受発注に係るシステ

ムについて、必要なシステム対応を行うものとする。 

 

４．適切な人員配置及び研修について（決議４．） 

   協会員は、社内規則を履行するために、注文の受発注業務に携わる役職員の業務適

性の確認及び適切な人員配置を行うとともに、適宜、研修等を実施することにより、

役職員への周知、徹底を図ることに努めるものとする。 

 

５．注文管理体制の充実（決議５．） 

協会員は、注文の受発注が社内規則に基づき適切に行われたか否かについて、内部
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管理統括責任者の責任において定期的に検査を行うものとする。 

 

Ⅲ．実施の時期 

この理事会決議は、平成 18 年 10 月 1 日から施行する。 

 

 Ⅳ．その他 

  施行日前であっても、本理事会決議に規定する注文管理体制が整備された協会員にあ

っては、前倒しで対応を行うこと。 

 

 

 

 
 

以  上 
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「協会員における注文管理体制の整備について」 
理事会決議（自主規制会議決議） 

 
 
１．目 的 

この理事会決議は、協会員が行う取引所有価証券市場における有価証券の売買等（証券

取引所の定める売買立会による売買及び立会による取引に限る。）に関して、注文の受託及

び発注が誤った内容となることを未然に防止するため、社内規則の制定その他の必要な措

置を定めることにより、協会員における注文管理体制の整備を図ることを目的とする。 
 
２．注文管理体制の整備 
協会員は、次に掲げる措置を講じることにより、注文管理体制を整備するものとする。 
（１）社内規則の制定 

協会員は、注文管理に関して、次に掲げる事項について規定した社内規則を定めな

ければならない。 
① 買付代金又は売付有価証券の事前預託に関する事項 

② 注文受託時における注文内容の確認に関する事項 

③ 注文の発注制限に関する事項 

④ 注文の発注制限の解除に関する事項 

⑤ 注文の受発注業務に係る適切な人員配置及び研修等に関する事項 

⑥ 注文管理体制の検査に関する事項 

⑦ その他協会員が必要と認める事項 

（２）買付代金又は売付有価証券の事前預託 

   協会員は、顧客（機関投資家等を除く。）から注文を受託するに当たっては、原則と

して、当該顧客より買付代金又は売付有価証券の事前預託を受ける等により、取引の

安全性の確保に努めるものとする。 
（３）注文内容の確認 

   協会員は、顧客から受託した注文の内容及び当該注文が当該顧客の資力等に照らし

て適切なものであるかどうかについて確認するものとする。 
（４）注文の発注制限 

協会員は、取引所有価証券市場への一の発注に関し、次に掲げる制限について、協

会員において適切と認められる水準においてそれぞれ設定するものとする。 
① 一定の規模を超える注文については、発注を不可とする制限 
② 一定の規模を超える注文については、発注を行う前に管理者等（（５）に規定す

る管理者等をいう。）による発注制限の解除に係る承認を必要とする制限 
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（５）管理者等の設置及び管理者等による発注制限の解除の承認 

協会員は、上記（４）②の注文の発注制限の解除の承認を行うことができる者（「管

理者」という。）を取引所有価証券市場への注文の発注を行う部店ごとに設置するもの

とし、管理者は、注文の内容について確認の上、適切と判断されるものについて発注

制限の解除に係る承認を行うものとする。なお、管理者はあらかじめ定めた者（「管理

者等」という。）に当該解除に係る承認の権限を委任することができるものとする。 
 
３．システム対応 

協会員は、上記２．の内容について自社において使用する売買受発注に係るシステムに

ついて、必要なシステム対応を行うものとする。 
 
４．適切な人員配置及び研修について 
 協会員は、社内規則を履行するために、注文の受発注業務に携わる役職員の業務適性の

確認及び適切な人員配置を行うとともに、適宜、研修等を実施することにより、役職員へ

の周知、徹底を図ることに努めるものとする。 
 
５．注文管理体制の充実 

協会員は、注文の受発注が社内規則に基づき適切に行われたか否かについて、内部管理

統括責任者の責任において定期的に検査を行うものとする。 

 
６．実施の時期 

この理事会決議は、平成 18 年 10 月 1 日から施行する。 
 
 
 

以  上 
 


